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　１．地域の発展と建設業者
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　局長の上総 周平です。

　都市部、地方部を問わず、地域が発展していく上で、社会基盤整備の実行部隊であ
り、災害時の応急対策部隊である建設業界の存在は不可欠なものです。それぞれの市
町村でも、道路の維持補修工事や除雪作業などを行ったり、災害協定を結ばれている
建設業者が身近におられることと思います。
　しかし、公共投資が減少している今日、価格競争が激化し建設業界は疲弊していま
す。著しい低価格による入札やくじ引きによる落札が増え、技術力が低い建設業者が
施工し、公共工事の品質低下が心配です。

　このような状況に対処するには、発注者が建設業者の技術的能力を適正に審査し、
価格と品質が総合的に見て優れた調達を行うことが必要です。平成１７年に制定され
た「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（いわゆる「品確法」）に位置づけら
れた総合評価方式は、これを具体化する方策の一つです。
　近畿地方整備局が発注するほぼ全ての工事は、この方式を導入しています。また、
管内２府５県では１割強がこの方式での発注となっています。管内の約２２０の市町
村でも、この方式を導入するところは増えてきていますが、残念ながら、まだ約３割
の市町村はこの方式を採用した経験がない状況です。
　総合評価方式の活用によって、地域の建設業者の役割を適切に評価することも可能
になり、一般競争入札の導入・拡大が図られ、また談合防止に一定の効果が期待され
ます。もちろん、評価の透明性を高める等、総合評価方式をさらに改善していく不断
の努力は必要ではありますが。
　地域の社会資本整備と建設業界の健全な発展のため、是非、総合評価方式の積極的
な導入をお願いします。

　今年もあとわずかになりました。来年が皆様と地域にとって、輝く素晴らしい飛躍
の年になりますことをお祈りします。

《執筆者紹介 http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/maga/yume/pdf/kazusakyokucho.pdf 》

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
　２．法隆寺の謎
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

mailto:otayori@kkr.mlit.go.jp%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/maga/yume/pdf/kazusakyokucho.pdf


　営繕部長の西村 好文です。

　今回は世界文化遺産にも登録され皆さんもご存じの奈良の法隆寺にまつわる謎につ
いてです。母方の実家が法隆寺の近傍にあったおかげで小さい頃から何度も法隆寺を
訪ねていました。聖徳太子（５７４～６２２年）の命日に遺徳をたたえる法要「お会
式」が毎年３月２２～２４日に催されていて、出店を楽しみに出掛けた記憶がありま
す。

　まず１番目の謎は聖徳太子自身です。実在したとされる厩戸皇子（うまやどのみこ）
は用明天皇の第２皇子で、母親は蘇我氏の出身です。日本書紀によれば、崇仏派の蘇
我馬子は皇子の協力を得て、皇位を巡って激しい争いをしていた排仏派の物部守屋を
５８７年に滅ぼします。この厩戸皇子をモデルにして超人的な聖徳太子が創造された
とする聖徳太子虚構説があります。なお、太子の死後６４３年、息子の山背大兄皇子
は天皇の後継問題から蘇我入鹿の襲撃を受け一族もろとも自決してしまいます。

　同じく書記によれば、太子は６０１年斑鳩宮を、６０７年に法隆寺を建立しました
が、６７０年に法隆寺は焼失。また資材帳から７１０年頃現在の法隆寺が再建された
とされています。なお、明治以降「再建・非再建論争」が激しく展開されましたが、
１９３９年の発掘調査により金堂と塔の遺跡が、２００４年には焼けた壁画片が発見
され、この論争は「再建」でピリオドが打たれました。
　
　2004年奈良文化財研究所が年輪年代測定法により金堂の屋根材の伐採年を６６８年
と発表し、大きな問題を投げかけました。つまり創建法隆寺が焼失する２年前に再建
法隆寺の木材が切り出されていたという事実は何を意味するのか。単なる他からの転
用なのか、それとも焼失する前から再建法隆寺は少なくとも構想・計画されていたの
か。２番目の謎です。

　現存する法隆寺は、金堂、五重塔などがある西院と夢殿などがある東院から構成さ
れていますが、西院の中門に３番目の謎があります。一般的に建築物の門、出入り口
等の建物は中央を出入りするため正面の柱間は１間、３間、５間など奇数となってい
ます。ところが中門は正面４間、出入り口が２間で真ん中に柱が建っています。とて
も不思議です。正面の柱間が偶数の古建築は非常に少なく、私の知る限り法隆寺中門
以外では出雲大社本殿（２間）、昨年纒向(まきむく)遺跡で発見された大型建造物
（４間）ぐらいです。

　この真ん中に柱が建つ中門について梅原猛氏は１９７２年「隠された十字架」で、
子孫を抹消された聖徳太子の怨霊を封印するためのものとする説を主張し、大論争を
巻き起こしました。

　これに対し、建築家の武澤秀一氏は「法隆寺の謎を解く」でこう述べています。四
天王寺様式（南から北へ中門（仁王門）、五重塔、金堂、講堂を一直線の軸線上に配
置）の持つ圧迫感を和らげ、五重塔と金堂を同格に扱うためそれらを平行配置した設
計者は、伽藍の中軸が無くなりまとまりを欠いて、聖域の秩序が破綻しないかと恐れ、
中門のど真ん中に柱を置いて伽藍の秩序を担保した。

　確かに、現地で伽藍外少し遠くから中門と後ろ左右に五重塔、金堂を眺めたり、ま
た伽藍内大講堂前から左右に金堂、五重塔、中央に中門をじっと見ると、非対称の伽
藍配置がもたらす空間の揺らぎを、中門のど真ん中の柱がビシッと押さえています。
武澤説に賛同です。法隆寺にはまだまだ多くの謎があります。皆さんも謎解きにトラ
イしてみて下さい。

《執筆者紹介　http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/maga/yume/pdf/eizenbucho.pdf 》
　
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
　３．最近の動き
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 ◆観測史上最大の災害からコウノトリとともに復活！

　平成１６年１０月２０日の台風２３号は、流域平均雨量２７８mm／２日という豪雨
を円山川流域にもたらし、円山川本川と支川出石川で堤防の決壊２箇所、越水２９箇
所、浸水面積約４、０００ha、浸水家屋約１０，０００戸に達する甚大な被害が発生
しました。
　
　この甚大な被害を受け、豊岡河川国道事務所は、１０月２９日に河川、土質工学等
の専門家による｢円山川堤防調査委員会｣を設置し、破堤原因を究明するとともに、そ
れと並行して、直轄の技術力を結集し、災害復旧に関する事業計画を検討しました。
それらを受けて、同年の１２月には、平成１７年度から平成２１年度の５年間で台風
２３号と同規模の洪水に対し再度災害防止対策を重点的に実施する河川激甚災害対策
特別緊急事業（事業費６５０億円）の採択を得ました。

　その後は、｢激甚災害対策特別緊急事業｣（いわゆる『激特事業』）で『安全・安心
な地域に！』をスローガンに職員一丸となって事業の推進に全力を注ぎ、平成２０年
度末には約７５％(予算ベース)まで事業が進捗しています。

　激特事業の最終年度である今年８月には、激特の効果を検証するかの如く、台風９
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号が襲来し、戦後第３位の洪水流量を基準地点（立野）で観測しました。検証の結果
激特事業中であるにもかかわらず事業の最終的な効果に匹敵する大幅な水位低下が図
られ、浸水家屋被害を大幅に低減させたことが確認されました。

　一方、円山川流域ではコウノトリが自然放鳥され、現在３８羽が豊岡の空を自由に
飛び回っています。激特事業では、コウノトリを初めとする鳥類の餌場や魚類の産卵
場となる浅瀬を河川の掘削に合わせて確保するなど、自然豊かな円山川の環境の保全
・再生と大規模な治水事業という、一見すると相反する命題の両立を目指し、実現し
ています。
　豊岡河川国道事務所は、今後とも治水や環境も含めて、安全で安心できるふるさと
の川を守っていきます。　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　【豊岡河川国道事務所　事務所長　齋藤　博之】

 ◆亀の瀬トンネル【幻のトンネル】の原型を発掘

　大和川には大阪府と奈良県の府県境に亀の瀬の渓谷区間があり、その北側の斜面は
明治以降に明治36年、昭和6～7年、昭和42年の三度の被害が発生した地すべり地です。
三度の地すべりのうち最も大きな被害を与えたとされているのが昭和6～7年の地すべ
りで、北側の斜面にあった国鉄関西本線のトンネルが押し潰されて運行不能となり、
南側の斜面にある現在のルートに切り替えて運行を再開した経緯があります。

　この旧トンネルが地すべりによってどの程度の被害を受けたのかについては、資料
が残されていないほか、坑口（入り口）が残っていないため調べることができず、地
すべりによって破壊されてしまったとも考えられていました。
　ところが、当事務所が亀の瀬地すべり対策事業として地下水排水トンネルを掘削し
ていたところ、旧トンネルを下り線（大阪方面）、上り線（奈良方面）ともに偶然発
掘し、このうち下り線の約40ｍ区間は原型を残す良好な状態にあり、地下水排水トン
ネルへの影響はないことから保存することとし、１２月９日、報道機関に公開しまし
た。

　旧トンネルは、下り線は大阪鉄道の開通時の明治25年に、上り線が複線化の大正13
年に開通したもので、旧亀の瀬隧道と呼ばれているレンガ構造のトンネルです。
発掘された数十メートルの区間だけが地すべりによる破壊を免れたような状態でした。
大阪府柏原市教育委員会によれば、「永らく坑口が封鎖されていたため遺存状況がわ
からず【幻のトンネル】とされていたが、関西本線開業に伴う約１２０年前の構造物
がわずかな延長であったとはいえ良好な状況で遺っていたことに非常に価値がある。」
とのことです。当時の鉄道技術や地すべりの破壊力を知ることができる貴重な地域資
源として活かしていきたいと考えています。
　なお、報道を知った皆様から一般公開についての問い合わせも多く寄せられており、
今後何らかの形で一般公開ができるよう検討していますが、現在は地すべり対策工事中
でありますので、その準備が整うまでいましばらくお待ちいただきたいと思います。

記者発表資料『亀ノ瀬トンネル（明治２５年開通）の原型を発掘』
http://www.kkr.mlit.go.jp/yamato/pr/20091209/20091209.pdf                              

　　　　　　　　　　　　　　　　　     【大和川河川事務所長　　安原　達】

 ◆「夢洲コンテナターミナル供用式」を挙行（大阪港）

　１２月１６日に、海遊館ホール（大阪港天保山）において近畿地方整備局と大阪市
の共催により、「大阪港　夢洲コンテナターミナル供用式」が関係者約２００名の参
加する中、華やかに執り行われました。

　夢洲コンテナターミナルは、アジア主要港湾を凌ぐコスト・サービスを実現し、近
隣アジア主要港の近年の躍進によって相対的な地位が低下している我が国のコンテナ
港湾の国際競争力を重点的に強化するためのスーパー中枢港湾整備プロジェクトとし
て整備を進めています。今般、Ｃ－１２岸壁の完成により、夢洲コンテナターミナル
は直線１，１００ｍ　連続3バースの一体運用が可能となりました。

　近畿地方整備局におきましては、夢洲コンテナターミナルが大阪港の新たな物流拠
点として、８月に開通した夢咲トンネルとともに関西の経済復権に向けた重要な役割
を果たし、ひいては我が国の経済を支えるゲートウェイへと発展することを期待して
います。

　　　　　　　　　　　　　　　【大阪港湾･空港整備事務所　所長　　坂　克人】

 ◆「水の力」って、とっても怖いよ・・・！
    ～11月25日･26日神戸市立本山第二小学校へ出前講座に行ってきました～

　５年生の理科の授業『流れる水のはたらき』に参加し、昭和１３年の阪神大水害時
の本山第二小学校区の被害の様子や、砂防えん堤の働き、ゲリラ豪雨の怖さについて
説明しました。
　昭和１３年の阪神大水害では、本山第二小学校区のほとんどは土砂災害に襲われ、
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大きな被害を受けています。学校の校門や職員室が大量の土砂に埋もれている災害写
真には、みなさん驚きを隠せないようでした。

　近くにある野寄公園の「有備無患」の碑についても説明しましたが、『公園で遊ぶ
からあるのは知っていたけど、阪神大水害の石碑だとは思わなかった』といった声が
聞かれました。
　５年生のみなさんからは、後日『雨の時は川で遊ばないようにします』『お父さん
やお母さんと、土石流や阪神大水害について話しました』といった感想をいただき、
流れる水の持つ怖い一面について学んでいただけたようです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【六甲砂防事務所　副所長　大下　正和】　　

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
　４．おたよりコーナー
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　近畿の昔話　　浚河茅議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高野浩二
　　
　木津川。大昔、平城の都を建設するための木材を信楽一帯に求め、現在の宇治川を
下し、木津川を遡り、陸揚げした港が、木を揚げた津、すなわち“木津”。後世、こ
れが地名になり、川の名になったとされています。ちなみに、書紀、仁徳朝には“山
(やま)背(しろ)河(がわ)”、新古今には“いづみ川”ともされています。ちょっと昔
までは、川砂の美しい清流で、小学生低学年の水泳場にもなっていました。

　淀川の出水は、宇治川はその上流に琵琶湖をひかえるため、梅雨期には桂川が、台
風期は木津川が主体となり、両河川同時出水はまずない、とされていました。鴨川が
団栗橋で破堤し、京都市内に氾濫した昭和１０年６月出水は梅雨。明治２９年８月、
９月、大正６年１０月、戦中、戦後では、昭和１９年１０月、２４年７月（ヘスター）
出水などは台風による木津川主出水です。同時出水になったのが、1953・13号台風に
よる洪水です。

　２０年あまり前、淀川改修に関する大権威者である友人が、漢文で書かれた古い論
文のコピーをくれました。中井履軒（江戸後期の儒者、大阪の人、わが国最初の私立
大学ともいうべき「懐徳堂」を淀屋橋に開設した。）の論文“浚河茅議”です。
　面白いところだけをご披露しましょう。当時の淀川は水運が最重要機能でした。と
ころが、その河床が流出土砂によって年々浅くなって水運を阻害します。水路維持に
は莫大な経費を要します。これに対する抜本策の提案がこの論文です。流出土砂の発
生源は、木津川下流部両岸の風化花崗岩層にあります。このあたりの支川の多くが天
井川であることはご存じのとおりです。ですから、この土砂が流出しないように、木
津川の流路を、加茂から奈良山丘陵を抜けて大和川につなぐ、というものです。
　
　昔とは言いながら、淀川からのまことに一方的な話ですが、例えば、奈良山丘陵の
工事については、昔、豊前の国の通洞開鑿を例に歩掛り計算をするなど、の内容とと
もに、事業費の上限として、経年浚渫費と対比したり、発生土砂を築堤に流用する、
といった考え方も述べています。現世においては想定もできない話ではありますが、
往時、淀川の水運は、それほどの経済的価値があったのでしょう。
　読んでしまった、という中井さんへの義理？もあって、土地の高さを概略調べてみ
ましたが、王寺あたりまで掘削しなければならないようでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
　５．事　務　局　か　ら　の　お　願　い
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

　日頃は「近畿ゆめ通信」をご愛読いただき感謝申し上げます。
　本稿「おたよりコーナー」では、高野 浩二様からご投稿頂きました。
　どうもありがとうございました。　
　
　　事務局では、読者の皆様から頂いたご意見、ご感想を参考に、より親しみのある
「近畿ゆめ通信」づくりを目指しています。
  皆さま方から頂いたご意見、ご感想を広く他の読者の方々に紹介するとともに更な
る内容の向上を図るため、おたよりコーナーを設けております。

　ご意見ご感想を本コーナーに掲載ご希望の方は「掲載希望」と明示し、所属・氏名
を記入のうえメールまたはＦＡＸでお寄せ下さい。
　なお、所属・氏名を掲載致しますことをご了承下さい。
　　メール　mailto:otayori@kkr.mlit.go.jp
　　ＦＡＸ０６－６９４２－７４６３

　近畿ゆめ通信をメールにて送信させていただいていますが、人事異動等で送信先に
変更がございましたら事務局までご連絡ください。

---------------------------------------------------------------------
◇◆
　

mailto:otayori@kkr.mlit.go.jp


　　本年も、皆様の暖かいご支援を頂きながら、１年を通して無事発行することが
　できました。改めて、ご寄稿頂いた方々をはじめ、ご愛読頂いた皆様に厚くお礼
　申し上げます。ありがとうございました。
　
　　来年は、より一層愛されるメールマガジンを目指して、内容の充実に努力いた
　しますので、引き続きご支援の程宜しくお願いいたします。

　　今年もあと僅かとなりましたが、来年が皆様にとって良き年でありますことを
　お祈り致します。　　　　　　  
　　　   
　　　　　次号発行は１月１２日の予定です。

　　　　「近畿ゆめ通信」を掲載したホームページは
　　http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/maga/index.html です。　　　　　　　◇◆
---------------------------------------------------------------------

　　　　　◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
　　　　　◇◆　　発行　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇
　　　　　◇◆　　　　　近畿ゆめ通信　事務局　　　　　　◆◇
　　　　　◇◆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇
　　　　　◇◆　　　電話　０６－６９４２－１１４１　　　◆◇
　　　　　◇◆　　　　　　内線２１１７　田口　定一　　　◆◇
　　　　　◇◆　　　ＦＡＸ０６－６９４２－７４６３　　　◆◇
　　　　　◇◆　　　mailto:otayori@kkr.mlit.go.jp　     ◆◇
　　　　　◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
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